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第 4 章 

ケニアのろう教育・ろうコミュニティの形成 

 

宮本律子（秋田大学） 

 

 

 

はじめに 

 

ケニアの障害者の実態は、医療・福祉的な観点から報告した田口（1997）  1、ろう

者の状況を社会学的にまとめた古川優貴 (2007) 2 や原山（2011）3 などの報告があ

るが、これまで日本語でまとまって発表された調査研究はほとんどない  4 。本稿では、

最新のセンサス（国勢調査）[2009]と障害者統計 [2008] をもとに、ケニア共和国

（以下、ケニアと記述）の障害者全体の実態を概観したうえで、ろう者コミュニティ

の形成の歴史をまとめ、ろう者の置かれている現状を把握する。最終報告では、ろう

者の当事者運動の現状を、新憲法をめぐるロビー活動を中心に検証することを試みた

い。 

第 1 節  ケニア概要 

 

ケニアは、赤道直下にある東アフリカにある国で、総面積は 58 万 2,650 km、日

本の 1.5 倍で、そのうちの 80%が乾燥または半乾燥地域（主に北部）、残り 20%のみ

が耕作に適した土地である。2009 年の総人口は、約 4 千万人でそのうちの 75～80％

が非都市部に居住する。2004 年の国勢調査での総人口は 3,240 万人だったから、人

口増加が著しい。平均寿命は 47 歳～55 歳で、高い出生率（4.56 人）と乳児死亡率

要約： 

本稿では、最新のセンサス[2009]と障害者統計 [2008] をもとに、ケニア共和国の障害

者全体の実態を概観したうえで、ろう者コミュニティの形成とそれに伴う手話の歴史をま

とめ、ろう者の置かれている現状を報告する。新憲法[2010]のもとで、公用語として認め

られたケニア手話を始めとするろう者の環境がどのように変化していくかを考える資料と

する。 

キーワード：ケニア 障害者 ろう教育 ろうコミュニティ 手話 
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（1000 人に 54.7 人）をしめし、15 歳以下の人口が 42％を占める。国語はスワヒリ

語、公用語はスワヒリ語と英語であるが、2010 年制定された新憲法では、ケニア手

話と点字も国で用いられるコミュニケーション手段として認められた5。これについ

ては後で詳述する。 

2005 年の経済成長率は 5.8％、2007 年 5 月には 6.7％だったが、急激な人口増加

と 2008 年に起きた総選挙後の暴動による影響もあって、総人口の 56％が 1 日 1 ド

ルの生活を余儀なくされ、45.9％が絶対的貧困状態にある。そこでケニア政府は

2008 年 6 月に｢ケニア・ビジョン 2030｣（Kenya Vision 2030）を策定し、｢世界的

に競争力があり、2030 年までに高い生活の質を伴う繁栄した国」をつくることを大

目標に掲げ、2030 年までの中所得国入りを目指している。本ビジョンの下で、（ア）

経済面では年間 10％平均の経済成長の達成とその 2030 年までの維持を、（イ）社会

面では清潔で安全な環境における公正かつ公平な社会開発を、（ウ）政治面では課題

達成型、人々が中心、結果重視かつ説明責任のある民主システムの実現を目標として

いる6。筆者が 2013 年 8 月に実施した調査で訪れた政府機関のいたるところで、この

｢ケニア・ビジョン 2030｣のロゴが入ったポスターや印刷物を見ることになる。 

 

第 2 節 ケニアの障害者 

1.統計 

ケニアの障害者の統計としては、2008 年に行われたケニア全国障害者調査

（Kenya National Survey for Persons with Disabilities 以下 KNSPWD2008）

があり、今までのところ、ケニア政府が実施した全国的な調査に基づく障害者に関す

る統計としては、これが最も詳細なものである。これによると、ケニア全体の障害者

数は 4.6％（約 170 万人：2007 年の数）で、性別では女性 50.4%, 男性 49.6%、障

害の種類別、性別の比率は表 1、主は州別の割合は表 2 のようになっている 7 。 なお、

この調査は標本調査なので、比率のみ表されている。 
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表 1 2008 年障害者統計（区分・性別）                      

   

 

    

 

 

   

 

 

表 2 2008 年障害者統計（割合が高い州） 

 

 

 

 

 

 

（出所：KNSPD2008, p. xvi, pp. 21-24,および p.72.） 

 

一方、センサス 2009 によると、ケニア全国の障害者数は 133 万 312 人で、全人

口の 3.5%とされている。障害の区分別および性別で示したものが表 3 である。 

  

障害の区分  女性 男性 

身体障害 Physical（34.1%）  50.3% 49.7% 

視覚障害 Visual（30.2%）  55% 45% 

聴覚障害 Hearing（12%）  49.1% 50.9% 

精神障害 Mental（3%）  46% 54% 

自立生活困難  self-care 
difficulties 

45% 55% 

全人口に占める割合 4.6％  50.4% 49.6% 

州 Province 

1. Nyanza 6.8%

2. Coast 5.2%

3. Central 5.2%
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表 3 2009 年センサス 

障害の区分  男性（%）  女性（%）  計  障害者全体に占

める割合 % 

身体障害・自立生

活困難8Physical 
198,071 
(47.9) 

215,627 
(52.1) 

413,698 31.1 

視覚障害 Visual 153,783  
(46.4) 

177,811  
(53.6) 

331,594 24.9 

聴覚障害 Hearing 89.840   
(47.8) 

97,978  
(52.2) 

187,818 14.2 

言語障害 Speech 86,783   
(53.6) 

75,020  
(46.4) 

161,803 12.2 

精神障害 Mental 75,139   
(55.2) 

60,954  
(44.8) 

136,093 10.2 

Others その他  44,073   
(44.4) 

55,233 
(55.6) 

99,306 7.5 

Total 647,689  
(48.7) 

682,623 
(51.3) 

1,330,312 51.3 

全人口に占める割

合 ％  
3.4 3.5 3.5 - 

2009 年ケニア国勢調査(KNBS) 

 

この二つの統計に関しては、筆者がインタビューをした障害者たちすべて、また、

政府機関の代表者さえも数字が低すぎると述べていた9。 WHO（世界保健機構）の

推計によれば、世界の全人口の 10％は障害者であるといわれているので、3％から

4％というこれらの数字は確かにかなり低いといわざるを得ない10。 
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2. 社会経済的状況 

2009 年センサスには「障害のために経済的活動に不自由がありますか？」という

質問項目があり（質問項目 P-38）、これに対して「はい」「いいえ」「あてはまらない」

「わからない」の中から答える形式になっている。この項目への回答は数字でまとめ

られていないが、障害者の多くは、その社会的、経済的、物質的そして心理的サポー

トを家族に依存していると報告されている11。したがって、他の途上国同様、非障害

者と比べると、さまざまなサービスやリソースへのアクセスは大幅に制限されている

ことがうかがえる。 

 

第 3 節 新憲法のもとでの障害者の社会参加 

 

このような背景をもつケニアであるが、全体的に見るとアフリカ諸国の中では比較

的政治的に安定しているといわれてきた。政治的な流れは津田が一連の報告でまとめ

ているが12、長期にわたる大統領の独裁体制を変革するという国民の強い意思は、予

期せぬ選挙後暴動（2008年1月～2月）の経験を経たのちも、長い準備期間と政治的

紆余曲折を経てケニア新憲法の公布という形で実ることになった（2010年8月27日）。

新憲法では、障害者の権利は第4章「権利法案」(The Bill of Rights) 第54条で次の

ように認定された。 

 (1) 障害者は以下のような権利を有する： 

 (a) 尊厳と敬意をもって処遇され、屈辱的ではない取り扱いを受けること 

 (b) 障害者自身の利益に資する程度に応じて社会に統合された障害者用の教育機関

にアクセスすること 

 (c) すべての場所、交通機関および情報に合理的にアクセスすること 

 (d) 手話および点字、そのほかの適切なコミュニケーション手段を使うこと 

 (e) 障害から生じる制限を克服するための機器や設備にアクセスすること 

 (2) 国家は、選挙および任命による組織のメンバーに少なくとも5％の障害者が選ば

れるという原理の漸進的実施を保証する 

これは、第2条項の(5)(6)に「ケニア共和国が批准したいかなる国際法および国際条

約に対してもこの憲法下に国内法を定める」と書いてあることから、国連障害者条約

を念頭においてかかれたものである。 
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新憲法に先立ち、国連障害者条約を批准する前の国内の法的措置として障害者法

2003（Persons with Disabilities Act, 2003）が2003年12月31日に制定されてい

る。この障害者法2003は全部で49の条項から成り立っており、障害者の人権はこの

障害者法によって認知され、国連障害者条約を批准する前であっても2004年6月に発

効するとされた。この措置は、1993年に法務長官に指名されたタスクフォースの提

言、すなわち、障害者に関わる法律の見直しに関する意見を一般国民および障害者か

ら聴取すること、に沿うものである。障害者法2003はこの年の第14番目の法として

2003年12月31日に承認された法律である。そして、第22,23,24, 35(2) (40)を除く

条項13が2004年6月16日に発効すると述べられている。 

 

第 4 節 ケニアの教育 

 

ここでろう者のための教育を見る前に、ケニアの教育制度全般を概観しておこう。 

1963 年イギリス領からの独立立当時の初等教育就学率は就学適齢児童の約 50％だ

った。政府は 1960 年に開催されたアディスアベバの教育会議を受け、就学率向上を

目指し、初・中等教育を整備するため、1964 年 Ominde Commission を設け、新生

ケニアの教育の基本政策を提示した。1964 年には、KIE (Kenya Institute of 

Education)を設立し、英語、数学及び科学を重視しケニアの社会に適合するカリキ

ュラム開発を始めた。行政面では、1968 年 Education Act が施行され、小学校の運

営・管理は地方自治体に任された。 

その後、ケニアの教育は順調に量的拡大を果たすが、試験一辺倒の教育に陥り、社

会ニーズとの整合性が問われだす。政府は、新たな委員会を設け 1976 年 Gachathi 

Report として発表した。そこでは、ケニアの教育がもっと人間形成の社会化に貢献

するよう提言される。 しかし、初・中等学校卒業者の失業問題は益々深刻化し、政

府は独立以降の教育からより青少年に自立性を高める教育に改革する必要性を認め、 

1981 年 Mackey Commission に第 2 の国立大学設置の可能性とより社会ニーズに適

合した教育改革を模索させる。その結果、1985 年から初・中等教育の学制は 7-4-2-

3 制から実業科目を取り入れた 8-4-4 制に移行した。この改革は十分な準備がなされ

ないまま実施に移ったので実業科目の現場では教員と施設不足で混乱となり、事態を

重視した政府は 1988 年 Kamunge Commission を設けて調査をした。このレポート

は 8-4-4 制の見直しを提言したが、すでに教育は大きく政治と結びついており、提言

はそのままとなった。 
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8-4-4 制はその後 1999 年 Koech Commission により全面的に見直され、2000 年

包括的教育改革案として提言が発表された。しかし、この改革には膨大な資金を必要

とし、ケニア政府独自で実施することは不可能で、 結局、提言の中で資金を必要と

しない 初・中等教育の国家試験科目数を 2001 年度の試験から減らすことのみ実施さ

れるようになった。したがって、改革はごく限られたが、受験料が軽減されるという

ことで 保護者には歓迎される決定だった。以降、ケニアの公的教育はこの 8－4－4

制に基づいて実施されており、国民は、8 年間の初等教育に続いて 4 年間の中等教育

を受け、その後 4 年間の教育をカレッジまたは大学で受ける。 

2003 年から初等教育が無償化され、ケニアの子ども全体の小学校就学率は 85％に

上がった。初等教育を修了した児童の 75％が中学校に進み、そのうち 60％が中学校

修了後に高等教育機関に進学する。これらの高等教育機関には、ビジネス・職業訓練

機関、国立のポリテクニック（高等専門学校）、国内の国公立・私立大学などがある14。 

教育省から学校運営許可を得たフォーマル教育学校は、公立学校か私立学校のいず

れかに分類される。学校が教育省に登録される条件として、①学校の敷地面積、②校

舎・教室数、③入学予定児童者数、④教員数、⑤学校の衛生施設の確保が求められて

いる。一方、登録に必要な条件を満たしていない学校は、これまで文化・社会サービ

ス省に登録をし、ノンフォーマル教育提供機関として運営されてきた。しかし、2011 

年 2 月より、ノンフォーマル教育は「オルタナティブな基礎的教育と訓練の提供」

（Alternative Provision of Basic Education and Training：APBET）と呼ばれ

るようになり、教育省の管轄下で、地方自治体の教育委員会により管理されることに

なっている。ただし、学校登録に関しては、教育省に代わり、ジェンダー・児童・社

会開発省（Ministry of Gender, Children & Social Development）が行っている

（省庁の統廃合により、文化・社会サービス省は廃止された）。これら諸機関への登

録または登録維持には費用が掛かり、例えば教育省へ登録する場合は、仮登録料が

10,000 ケニアシリング（約 1 万円）1、本登録料が 5,000 ケニアシリング、登録更

新料が 5,000 ケニアシリング掛かる（MOE 2011）。一方、社会開発省への登録は無

料であるが、毎年登録更新料として 500 ケニアシリングを要する15。 

ケニアでは国家予算の約 25％が教育に配分されているが、予算の約 80％は人件費

に割り当てられており、事業費がほとんどないのが実情である。財政的バックアップ

がほとんどないので地方の教育行政が十分機能していないといえる。特に、教育のコ

スト・シェアリングが導入されてからは、初・中等学校に対する財政的支援は教員の

派遣のみとなった。したがって、初等教育は制度上無償となっているが、保護者は施

設費、教材費等の名目で負担を強いられている。ろう学校は、一般の学校より数が少
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ないので、通うことができない子供たちは寄宿舎（boarding school）に泊まって勉

強することが多い。当然、寄宿料、食費などがかかる。これも親にとっては大きな負

担である。都市部以外の、収入の低い世帯のろうの子供たちにとって、学校に通うと

いうことがいかに困難かがわかるだろう。 

受験制度と教師中心の暗記偏重教育 

ここでケニアの教育における特徴でろう教育に大きく関わる点を見ると、小学校修

了時には初等教育修了試験（KCPS）、中等教育修了時には、ケニア中等教育終了認

定（KCSE）という国家試験を受験し、その成績により、進路が決まる仕組みになっ

ていることである。これは、学歴社会・ケニアにおいて、後の就職にも影響してくる

大変重要な試験となっている。 

大学に進学するには一定の条件をクリアしなければならない。基本的には統一試験

KCSE で平均 C+以上の成績を取る必要がある。KCSE の成績評価はマイナスとプラ

スを含む A〜E までの 12 段階で行われる。平均 B+以上の成績なら政府の学資援助を

受けて国立大学に入学できる。これは「正規課程」（regular programme）あるいは

「第 1 群」（Module I）と言われ、政府が学費の 7 割を負担してくれる。選抜は国立

大学から成る入学者選抜委員会（JAB: Joint Admission Board）が行う。しかし、

正規課程の受け入れ枠は大学入学者数よりもとても小さい。2009 年の大学入学者 17

万 7735 人のうち、国立大学入学者が 14 万 2556 人（約 80.2％）、私立大学入学者が

3 万 5179 人（約 19.8％）。B+以上の成績で政府の学資援助を受けて正規課程に入学

した学生は、2009 年は 2 万 1100 人で、国立大学進学者の約 14.7％にすぎない16。 

KCSE では、英語、数学、スワヒリ語が必須で、そのほかに理系 2 科目以上、文系 1

科目以上、そして実務系科目 1 科目以上の計 7 科目を受験しなくてはならない。ろう

学校の卒業生にとって、８科目もある KCSE で C+以上の成績をとることは大変難し

い。さらに、スワヒリ語は、ケニア手話、書記英語についで 3 つ目の言語であり、ろ

うの高校生にとっては最も苦手な科目である。実際、2004 年から 2009 年のあるろ

う学校の修了生 32 名の KCSE におけるスワヒリ語の点数を調査した Namalwa

（2013）の研究では、スワヒリ語の平均点数が 21.78%と主要 5 科目の中で最も低か

ったと報告されている17 18。  

このような狭き門に対して、教育現場では最終学年の前半までに教科内容を全て修

了し、 後半は国家試験対策に入る傾向も強く、こうした授業が教師中心の暗記型授

業になっていると批判されている。しかし、教育関係者が暗記偏重の教育に問題があ

ると認識する一方で、保護者を始めとする社会全体の期待と注目がこの試験の成績に

集まるという現実もあり、教育界は大きなジレンマに陥っていると言える。また、
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1997 年以来実行されていない教師の賃上げ要求に対して予算不足を理由に先延ばし

にしてきた政府に対する大規模はストがここ 2 年連続で行われており、そのたびに授

業は行われず生徒たちの受験勉強が遅れるといった事態が生じている。 

このような状況の中、現在、ケニアには特別学級（unit）も入れて約 70 前後のろ

う学校があり、そのうち、セカンダリーレベルの職業訓練校が 3 校、学業中心のセカ

ンダリーが 3 校ある19。 

 

第 5 節 ケニアのろう教育の歴史とコミュニティの形成 

１．ろう者数 

上記センサスでは、およそ 19 万人と示されたケニアのろう者数であるが、当事者

たちは、それよりもはるかに多くのろう者がいると考えている。ケニア全国ろう者協

会（KNAD: Kenya National Association of the Deaf）は、60 万人から 80 万も

いると主張する。20  この違いはどこからくるのだろうか。センサス調査員のマニュ

アルには、聴覚障害者とは、出生時に完全もしくは部分的に聞こえない者と規定して

いる21。つまり、中途失聴者は除外されており、また、部分的に聞こえない程度の差

も問題になっていない。中途失聴者は「言語障害」のカテゴリーに分けられている可

能性が高い。難聴の人がこの言語障害タイプに入れられているおそれもある。それは、

マニュアルの「言語障害」の定義が「音声による口頭発話に問題がある人･･･中略･･･

原因は失聴、脳の損傷など･･･」となっているからである。一方、当事者であるケニ

ア全国ろう者協会では「ケニア手話を使う人」（KSL users）をろう者（Deaf）とみ

なしている。22 Ethnologue (2013)によると 34 万人の KSL 使用者がいるという。

23 

 

２．ろう者のための教育 

(1)ろう学校 

ここで、ケニアのろう教育の歴史を見ていこう。1960 年以前のケニアのろうコミ

ュニティの情報はほとんどない。亀井が言うように、植民地時代のアフリカのろう者

は実質上、教育的に放って置かれたのである。24 記録からわかる範囲での最初のろ

う者のための組織は、1958 年に設立された、ケニアろう児協会（Kenya Society for 

Deaf Children (KSDC)である。これは、耳の聞こえない子供たちの状況を懸念したケ

ニアの聴者たちがを設立したものだったという。 25 この協会は、ろう学校の設立を
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もっとも重要な課題ととらえていた。その後 1961 年に、ケニア西部にニャンゴマ

Nyangoma（St Mary's Primary School for the Deaf - Nyang'oma） と ム ミ ア ス

（Mumias School for the Deaf）の二つのろう学校（primary レベル）が建てられた。

26 これらの学校は、オランダのセント・アンナ・フランシスコ修道女会（St. Anna

ともう一つ別なオランダの宣教師のグループによって創立されたという。その後、職

業訓練校の設立から学業コースを備えたセカンダリーレベルの学校へと少しずつ拡大

し、現在 St. Joseph's Technical Institute for the Deaf, Nyang'oma と  St. Angela 

Mumias Vocational Secondary School for Deaf Girls の 2 校がある。St. Angela 

Mumias Secondary Vocational School for Deaf Girls のホームページによると、同校は

1970 年、職業訓練を求める 5 名の女子学生から始まり、1975 年に正式に認定された。

カトリック教会が運営する病院（Mumias Mission Hospital）に隣接する位置に建設さ

れた。1995 年には盲ろうユニットが設置され、1997 年から学業を中心に教えるセカ

ンダリースクールのセクションも始まり、2006 年からは技術教育も導入された。

2012 年段階で 350 名の在学生がいる。教員は 21 名で、教員組合 TSC(Teachers 

Service Commission)による雇用とその他の雇用の教員がいる（割合は不明）。27 

 

(2)ろう教育における言語 

このようにして 1960 年から 1980 年の間に、23 のろう学校が作られた28。 ケニア

におけるろう教育のあけぼのの時代だったのだが、当時のほかの地域の例にもれず、

ここでも口話法が主流であった。子供たちは、子供同士の会話や教室外での手話の使

用は許されたが、教授言語として手話が用いられることはなく、読唇術、発声法など

の言語訓練を聴者の教員から教えられたのである29。  

キヤンガ・ムーアーズ（Kiyanga, N. B. & Moores, D. F. [2003]）によると、亀井の

研究で日本に広く紹介された「アフリカ手話教育の父」アンドリュー・フォスターが

ケニアにも学校を設立したという30 。それによると、1975 年までにフォスターは 17

のアフリカの国々に 31 の学校を作った。西アフリカのみならず、ケニアにもろう教

師のための「トレーニングセンター」を設立した。その後このトレーニングセンター

がどのようになったのか、西アフリカのような、ろう者によるろう教育につながるよ

うな継承がケニアでもあったのか、現段階ではわかっていない。亀井によると西アフ

リカにはフォスターを知っているろう者が多いようだが、ケニアではほとんど知られ

ていない。  

1980 年代になり、手話を使った教育がマイケル・ンドゥルゥモ（Michael M. 

Ndurumo1952-）によってもたらされる。ンドゥルゥモは、ケニア生まれであるが、
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1972 年アメリカに渡り、高校を卒業後、Gallaudet 大学からテネシー州の Vanderbilt 

University に移り、そこで教育行政、心理学、特別支援教育の分野の Ph.D を得て

1982 年ケニアに帰国した。帰国後すぐケニア特別支援教育研究所（KISE: Kenya 

Institute of Special Education）で特別教育の専門家として着任した。すぐに、ろう学

校では口話法ではなく、手話を取り入れるべきと考え、英語学習に最適な「英語対応

手話」の使用を主張した  (Ndurumo, 1993: 21)。その結果、1986 年にはナイロビの南

東 60km にあるマチャコスという町にろう学校（Machakos School for the Deaf）が設

立され、教育省はこの学校が手話で教育をおこなう最初の学校として認定した。この

学校でンドゥルゥモは、アメリカ手話（ASL: American Sign Language）の指文字を

導入し、英語の文を口頭で話しながら同時にケニア手話の単語を手で示すという手指

英語(SEE: Signed Exact English)31 とトータルコミュニケーション32を用いた教育を

始めた。1988 年に教育省はこの新しい教育の成果を評価すべく調査をおこなった。

その結果、トータルコミュニケーションによる教育は、学習速度を速め、早い学齢期

に始めるほど子供の発達を促すということがわかったという。 33   同年、教育省はト

ータルコミュニケーション法の考え方にもとづき、手話と手指英語をすべてのろう教

育施設で用いることを決めた。ここで、「手話」と言われているのはケニア手話であ

るが、この段階で標準的なケニア手話というものは存在せず、教育言語として用いら

れなくても、ろう児あるいはろう者同士のコミュニケーション手段としてはすでにケ

ニア手話は自然言語として発達してきていたはずであり、地域による変種もあったは

ずであり、これらを考慮した語彙の選択、統語・音韻論的構造の解明などがされぬま

ま教授言語とされた。また、それまで学校教育で用いられてこなかったため、学術的

語彙数が限られていたので、かなり多数の ASL の単語が取り込まれたことに注意し

なければならない。どの時代のどの国においても、教育をどの言語でおこなうかとい

う言語政策は、政治的な課題であり、慎重な研究調査と長期的な計画が必要であるが、

ケニアのろう教育における言語政策は、十分に練られたものとは言えない。  

上記の SEE を教育言語とする方針は実はいまでも続いており、ケニア特別教育研

究所でその後数々出版された「ケニア手話」の教科書はおもにケニア手話の単語（ア

メリカ手話の単語もたくさん混じっている）を載せているだけで、語順や非手指動作

などの手話には重要な文法事項もとりあげていない 34し、聴者教師のための手話研修

も、英語を発話しながら同時にケニア手話単語を英語の語順に乗せるという SEE で

行っている。近年になってろう者の教員がこの研修の指導に赴いているが、手話学の

専門家ではないため、文法には触れず単語の教えることのみにとどまっており、これ

を受けた聴者の教員たちも（この研修を受けるとろう学校で教える資格がとれ、給料

が若干上がる）、SEE がケニア手話だと思っている人が多い。  
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SEE 導入の提唱者だった Ndorumo には、SEE によってろうの子供たちは英語を早く

スムーズに学ぶことができるという考えがあった。そして、それは確かに効果がある

という仮説のもと政府によって SEE による教育が推し進められたのだが、実のとこ

ろ、この教育効果の検証は公開されていない。35 学術的な検証は Adoyo  [2004]で

されているが、ろう学校の生徒の学業成績を調べると書記英語習得に関して SEE に

よる教育はほとんど効果が上がってという。Okombo (1994)も手指言語は教師の教授

能力にも生徒の理解にも寄与していないと述べている。実際のところ、手指言語によ

る教育の効果は、さまざまな国で議論されているところであるが、ケニアのろう学校

の生徒やろうの教師たちの間では、この方法は大変評判が悪い。自分の知っているモ

ード（ケニア手話単語）を使って、言語的構造がまったく異なるコード（英語）で数

学などの教科を聴者教師が教えるのだから、混乱するのは無理もない。ろうの教師の

授業は理解できるが、聴者教師の言っていることがさっぱりわからない（わからなか

った）という生徒やろう者は少なくない（2006 年・2007 年におこなった宮本聞き取

り）。  

このような実態の中、ろう者の権利向上を標榜する当事者団体（KNAD: Kenya 

National Association of the Deaf）が 1987 年に設立される。さらに、そこから、ケニ

ア手話研究プロジェクトが 1991 年に発足する（KSLRP : Kenya Sign Language 

Research Project ）これは、スウェーデンろう協会（(SDR :Swedish Association of 

the Deaf)からの資金を受け、KNAD とナイロビ大学が共同で設立したコミュニティ・

ベースの団体で、聴者であるナイロビ大学の言語学の教授が代表を務めている。この

プロジェクトの一番大きな功績は、初めてのケニア手話辞典を編纂、発行したことで

ある。この辞書は当時ナイロビ大学の大学院生だった Philemon Akach が中心となり、

ろう者が一つ一つの手話単語を示したものを写真で載せたものである36。ケニア手話

の辞書としてまとまったものは今でもこれしかなく、教師やボランティアの研修、ろ

うの子供を持つ親、ろう者支援の NGO のメンバーなどの手話学習に利用されている。

その後、アメリカの平和部隊のボランティアの有志が参加してウェブ上で簡単な挨拶

や食べ物や動物を表すケニア手話を学べる動画辞書が作られた37。  

スウェーデンからの資金援助は 2004 年に終わり、その後、このプロジェクトはケニ

ア手話の講座の受講料を集め、運営している。研究プロジェクトとなっているが、学

術研究をできるメンバーはほとんどおらず学術的な活動は行っていない。  

 

第 6 節 ケニアの母語に関する言語政策   
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ケニアの言語政策を書いた最初の文書 Gachathi Report [Republic of Kenya, 

1976]）では、初等教育第 3 学年（Standard 3）までは母語（mother tongue）を、

第 4 学年以降は英語を用いて授業をおこなうことになっている。しかしながら、ケニ

アは 67 の言語がある多言語国家であり38、小・中学校の教科書は、低学年向けのも

のでもすべて英語で書かれているし（スワヒリ語科目を除く）、母語教育のための指

導書も用意されていないので、英語で書かれた教科書を一々母語に翻訳しなければな

らず、政策どおりに実行するのは無理だという39。 翻って、ろうの子供たちにとっ

てはどうだろうか。手指英語（SEE）は本質的に英語の単語を手話単語への逐語訳す

ることであるから、3 年生までだけでなく、ずっと翻訳が続くのである。さらに筆者

の観察では、ケニアの社会一般および学校の中では英語とスワヒリ語または英語と地

域の優勢な言語（たとえば、西ケニアでのルオ語）との間でコードスイッチング40が

頻繁に起きており、教師は自分で気がつかないうちに口頭で二つの言語を混ぜながら、

手話はケニア手話を使っているということが起きている。口形をみて音声語の単語を

理解しようとする生徒には大変困難な環境だろう。 

母語教育の問題について、新憲法制定後、教育省はケニア教育研究所（KIE：

Kenya Institute of Education）において、第 1 学年から 3 学年までの教科書や教

材を諸母語に翻訳するかどうかを議論している。しかし、この提案は、教科書出版会

社から猛反対を受けている。教師はどうせ英語かスワヒリ語しか使わないのだから、

母語の教科書を作っても売れないというのだ41。 KIE の提案は実際、実現性は低い

かもしれない。なぜなら音声言語としてバイタルな言語であってもそれを教科書にす

るためには書記法の制定が必要で、40 以上の言語の書記法を決めてから教科書を作

るとなると時間と経費がかかりすぎるからである。まして、書記言語ではない KSL

の教科書作りは動画などを利用した ITC が必要になるのでもっと難しい。 

 

第 7 節 聾学校の教師の育成 

 

ろう学校では、長い間、教師はほとんど聴者であった。最初のろうの教師は 1990

年にマチャコス教員養成カレッジ（Machakos Teachers' Training College）を卒

業した人だった。その後、ケニア全国ろう者協会（KNAD）が奨学金を出して 2 名の

ろう者教師が生まれた。ケニア手話がわかる教師が次第に求められるようになると、

アメリカの NGO である Global Deaf Connection が 1998 年から優秀なろうの学生

に奨学金を出して教員免許を取得する支援をした。少なくても 11 名のろうの教員資
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格を持つものが出た。その後 GDC は撤退したが、ケニア政府が、無資格の小学校教

員に現職研修を提供する方針を決定していることから、教育省は、教育・学外学習カ

レッジと協力し、教員が仕事を続けながら受講できる通信学習プログラムを整備して

いる。教員研修および資格付与通信学習による小学校教員の現職研修は、ケニアにお

ける教員研修において恒常的かつ並行的に実施される方法となっている。これらの成

果で現在、教員免許を持つろう者が全国に 77 名存在する。ただしそのうち 20％は職

に就けていない。免許は、早期児童発達教育(ECDE :Early Childhood 

Development Education), 初等教育、中等教育などでの資格である。77 名のおよそ

45％がケニアろう教師連盟に加入している42。 

さらに、ケニア教育研究所（KIE）は、有資格・無資格の教員を対象とする新たな

研修プログラムの開始を計画している。このプログラムの目的は、学校運営技能、お

よび全国試験の結果から判断して、効果的に指導されていないと判断される科目に関

する指導技能の向上である。この研修プログラムは、教員が必要とする技能の向上に

寄与するものであり、授業における教員の指導効率が高まるものと期待されるが、上

述したとように、特別支援教育を担当している KISE がその専門家を入れて方針（手

指英語を教授言語とする）を見直さない限り、現状の問題は解決されない。 

 

おわりに 

 

新憲法によって国会で用いられる言語として認められたケニア手話であるが、国語

としての実質的地位を確立するためには、標準化、教科書作成、教師養成の適切なシ

ラバス、指導要領などを、言語学、教育学、特別支援教育などの専門家によるプロジ

ェクトをつくり、腰をすえて進めていかなければならない。高等教育を受けるろう者

が増加し、政府に対するロビー活動も活発になりつつあるケニアのろう者コミュニテ

ィの着実な前進を見守りたい。 
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